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１ はじめに 

（１）第３期日野町教育振興基本計画の策定にあたって 

本町では２０１５（平成２７）年度に第２期日野町教育振興基本計画を策定し、

「日野のたからを未来につなぐ心豊かでたくましい人づくり」を基本目標とし、教

育施策を推進してきました。 

今日の社会では、少子高齢化、急速な技術革新、グローバル社会の到来、貧困問

題の深刻化、虐待の増加など、社会をめぐる状況は著しく変化し、課題も山積して

います。こうしたなか、教育に関する制度面・内容面においても急激に改革が進め

られているところです。 

新学習指導要領では、主体的に自立して生き抜き、社会で活躍する有能な市民の

育成が強く求められ、また一方で、地域の絆を強め地域の実情に応じた教育のなか

で、活力あるコミュニティの形成を推進していくことが大切な観点となっています。 

また、新しい時代に必要となる資質・能力として、「生きて働く知識・技能の習得」

「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成」「学びを人生や社会

に生かそうとする学びに向かう力・人間性等の涵養」が柱として示され、社会の担

い手として必要な力を育むことが求められているところです。 

青少年による犯罪やいじめなどの生徒指導上の問題や不登校については、子ども

たちに規範意識や倫理観、人権意識や豊かな心、自己肯定感を育むことが喫緊の課

題となっています。確かな学力や豊かな人間性を育む礎となる「心身の健康づくり」

を進め、生涯を通じて自尊感情を育成していく必要があります。 

さらに長寿高齢社会を迎え、自己と社会とのつながりを実感し、学習したことを

活用して、生活や社会のなかの課題を解決し、豊かな人生を主体的に生きていくと

いう生涯学習の重要性がますます高まってきています。 

このような情勢のもと、日野の教育の一層の推進を図るため、２０１８（平成３

０）年６月に閣議決定された国の「教育振興基本計画」、２０１９（平成３１）年３

月に策定された「第３期滋賀県教育振興基本計画」を参酌しつつ、日野町教育基本

目標を『夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり』と掲げ、「第３期

日野町教育振興基本計画」を策定し、実行していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 町の花：シャクナゲ 
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（２）教育振興基本計画の位置づけ 

日野町における「第３期教育振興基本計画」の策定に際しては「日野町総合計画」

に基づき、教育の総合的かつ体系的な施策を示し、「日野町総合計画」を上位計画と

する中期計画とします。さらに第３期滋賀県教育振興基本計画の柱を参酌した上で

策定することとします。 

また本計画はすべての町民にとって等しく学べる環境を整備し、本町における教

育分野に関する基本的な方針であることから、本計画を「日野町教育大綱」に位置

づけることとします。 

取り扱う「教育」は、学校教育、家庭教育、社会教育とします。 

計画期間は、２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの５年間

とします。 

 

（３）質の高い教育をみんなに ～ ＳＤＧｓの視点 ～ 

これからの社会は、地球規模・グローバルにとらえていく必要があります。 

社会のいたるところで、貧困、飢餓、地球環境問題など様々な課題があります。

これらの諸課題を解決していくために２０１５（平成２７）年の国連のサミットで

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（行動目標）」（ＳＤＧｓ）が採択さ

れました。 

ＳＤＧｓは、17のゴールと 169のターゲットから構成され、誰一人取り残さない

持続可能な目標をもち、すべての人に質の高い教育を提供するなど、様々な行動目

標が示されているものです。 

17の一つでもある「質の高い教育をみんなに」というゴールをはじめ、ＳＤＧｓ

で示されている持続可能な開発目標を教育と関連づけながら考え、身近で様々な課

題を総合的にとらえる観点や意識をもっていきたいと思います。 
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２ 基本目標 

 

夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり 

 

（１）日野町総合計画 教育目標 

日野町では、日野町総合計画をもとに、まちづくりを推進してきました。日野町

第５次総合計画では、日野町の将来像として“ひびきあい「日野のたから」を未来

につなぐ自治の力で輝くまち”と定めています。 

本計画の教育目標では、未来ある日野の子どもたちを「日野のたから」と考え、

「夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり」をテーマに、「夢と志」

を忘れず、可能性に挑戦する「進取と創造」の精神を培い、多様な人々と共生しな

がら、豊かに生きていく力を育みます。またこれらの目標実現のためには、学校と

園、家庭・地域・行政が、相互に協働して子どもたちの教育を推進します。 

日野町では２０１７（平成２９）年度より「地域学校協働活動推進事業」に取り

組み「ふるさと絆学習」と称して取り組みを進めてきました。 

子どもは、学校や家庭はもちろんのこと、地域のなかでの人々との関わりによっ

て、人間関係や集団のルールなど様々なことを学びながら社会性や規範意識などを

育み成長していきます。学校や家庭、地域、関係機関等が連携して社会全体で子ど

もを育てる機運を高めるとともに、教育や子どもの育ちに対する経験や知識を次の

世代へ伝えていくことが大切であると考えます。 

そのためには未来の郷土を担っていく子どもたちが、地域社会のなかで地域の人

たちと関わり、地域の自然や歴史・文化を体感しながら学び、育てられることが必

要です。 

心身ともに健全な子どもたちの育成のために、地域や家庭の教育力を高め、相互

に連携・協働し未来を切り拓いていける力を育てていきます。 

また地域の方々にとっても、主体的に参画して、相互に支え合い学び合うことを

通して生きがいや目標をもち、活力ある生活が構築できると考えています。 

地域全体で家庭の教育力向上を図り、子どもたちの育ちを支え、そして学校・家

庭・地域の連携協働活動「ふるさと絆学習」を充実させ「まち全体で地域の将来を

担う子どもたちを育む」という機運を盛り上げていきたいと考えます。 

さらには、一人ひとりが生涯を通じて豊かな人生を生きていくためには、多様な

人とつながりながら主体的に学習し、それぞれの得た学びを生かして社会に参画し

ていくことが必要であり、人と人、人と地域がつながり、相互に支え合うことによ

り、教育の充実と地域の活性化の良い循環を生み出すと考えます。 

「生涯学習」の振興を目指し共に育ち共に生きる教育環境づくりに努めます。 
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３ 基本目標の達成に向けた基本的な考え方 

 

（１）日野らしい、日野ならではの学び 

滋賀県の南東部に位置する日野町は、鈴鹿山脈の山麓から湖東平野に向かって広

がっています。多様な地形から生み出される豊かな自然景観と先人たちが大切に紡

いできた歴史文化があふれています。 

変わりゆく社会環境のなかで、先人から受け継いだ自然や伝統、文化を次代へ引

き継いでいくとともに、町民の誰もが安全で安心な暮らしを実現し、未来へ発展す

るまちを創造していく必要があります。 

そのためにも、子どもたちが慣れ親しんだ地域の学校に通い、友達とともに学ぶ

ことを楽しく思い、身近な人や自然を愛し、大人になっても、ふるさと日野に誇り

と愛着をもち続けられるとともに、将来にわたり大きく羽ばたくことのできる教育

が必要であると考えます。 

そこで 

・豊かな美しい自然（山、川、田畑、琵琶湖等）を大切にする学び 

  学林での学び 綿向山の日 田んぼの学校 やまの子・うみの子学習 

・多彩な歴史・文化（文化財、祭、芸術、民俗・風習等）を大切にする学び 

  ふるさと日野の歴史贈呈 ふるさと学習 タウンウォーク 

・地域、企業等と連携した学び 等 

  企業体験学習 町内の企業見学 町を守る（災害対策等）仕事を学ぶ 

などの地域学習「日野学習」を充実し、未来を生き抜くために必要な資質・能力

を育成することが必要です。 

そのためには学校教育・社会教育が役割を果たし、ともに連携していくことが重

要です。また地域・家庭・学校の協働活動を推進し、子どもたちが地域住民と交流

し、互いに名前や顔を覚え合い、絆を深め合う「ふるさと絆学習」を進めていくこ

とは、日野らしい、日野ならではの教育であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お茶の入れ方 西大路小学校 
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滋賀らしさを生かした学び 

滋賀県は母なる琵琶湖を田園、山並みなどが取り巻く豊かな自然に恵まれ、自然と共生する文

化が育まれてきました。また、古くは都が置かれ、交通の要衝であったことなどから幾度も歴史

の表舞台に立ち、多くの文化財を有しています。 

こうしたなかで、これらの自然、歴史・文化等を大切にする学びや、地域、企業等と連携した学

びにより、地域に誇りと愛着をもち、主体的に地域の課題を解決する行動力を育むことが大切で

す。また、環境や一人ひとりを大切にする心など、これまで先人たちから引き継いできた思いは、

現代にあっても環境保全活動や家庭・地域による福祉の実践などに息づいています。 

こうした「近江の心」とも言うべき先人たちの思いを学ぶことで、ふるさと滋賀に誇りや愛着

をもち、自らも地域社会に貢献しようとする心を育みます。 

 

＜近江の心＞ 

・先人たちの教えを引き継ぎ、未来につなぐことで、郷土への愛着と道徳性を 

育てます。 

 （主な教え） 

○中江藤樹先生の教えである「良知（生まれながらにして持っている美しい心）」 

○糸賀一雄先生の言葉である「この子らを世の光に」の考えにある一人ひとりを大切にする心 

○雨森芳洲先生の言葉である「互いに誠を持って交わろう」の考えにある異文化を理解する心 

○近江商人の経営の理念である「三方よし」の考えにある公の心 

○琵琶湖とともに生き、自然環境を大切にする心 

など、それぞれの地域で受け継がれ大切にされてきた先人の心を大切にし 

ます。      （～滋賀県らしさを生かした学び～ 出典「第３期滋賀県教育振興基本計画」） 

 

（２）長寿高齢社会を見据えた学び 

我が国は世界に例を見ない速さで高齢化が進んでいます。人生１００年時代の到

来を見据え、より豊かに生きるためには、一人ひとりが「夢と志」をもち、その実

現に向け努力することが大切です。 

また、学びは学校教育だけで完結せず、学校を卒業したあとの学びが重要です。

このため、「学校教育」「家庭教育」とあわせて、生涯を通じた「生涯学習」への取

り組みが大切となります。そのためには「人と人」「人と地域」とのつながりにより、

それぞれが助け合いながら生きることが重要となります。 

また公民館活動をより活性化し、地域に密着した学習機会の提供と地域の文化・

人材の活用を通した事業を展開していくことに取り組んでいきます。 

人口減少や少子高齢化などの時代背景を踏まえ、家庭や職場だけではなく地域と

のつながりを大切にし、地域への誇りや愛着を育み、連携を図っていくことが大切

となります。 
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このように本計画では、基本目標の達成に向け、「日野らしさ・滋賀らしさを生か

した学び」を大切にし、また、一人ひとりの長寿人生を見据えた学びのなかで「人

と人」「人と地域」がともに連携し、地域への誇りや愛着を深めていくものです。 

そのことにより地域が活性化し、また日野で育った人材が様々な場所・分野で活

躍できるよう願って取り組んでいきます。 

 

４ 今後５年間に実施する施策の方向性と主な取り組み 

日野町の特色ある教育を推進するために定めたテーマ「夢と志をもち、共に育ち

共に生きる、活力ある人づくり」を実践するため、３つの柱を設け、相互に関連さ

せながら施策の総合的な推進を図ります。 

柱１においては子ども一人ひとりの個性を大切にする学校教育の取り組みを、柱

２においては地域・家庭・学校との連携活動の取り組みを、柱３においては長寿社

会を見据えて豊かな人生を送るための生涯学習の取り組みを進めます。 

 

 

柱１ 「子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む」  

 

子どもたちが新しい時代を切り拓き、郷土への愛着と誇りをもってたくましく歩

んでいけるよう、一人ひとりの能力や個性を伸ばし、人間力を培うことが求められ

ます。 

全国学力学習状況調査によると、町の子どもの傾向として、文章の趣旨を把握し、

表やグラフから必要な情報を取り出すこと、また根拠を明確にして自分の考えを説

明することなどに課題がみられます。 

このため、まずは、基礎的・基本的な知識・技能の定着、また文章を読み解く力

を高めることに取り組み、学ぶ力を向上させ、課題に対してしなやかに対応できる

力を育成していきます。 

さらに、文章や文脈のなかで意味をとらえる力、目的や意図に応じて自分の考え

の理由を明確にして表現する力、条件に合わせて問題解決する力をつけていくこと

が求められます。 

あわせて、多様な人とつながることのできる「豊かな心」や、生涯にわたり健康

柱１ 「子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む」 

柱２ 「社会全体で支え合い、子どもを育む」 

柱３ 「すべての人が学び続け、共に生きるための生涯学習を振興する」 
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な生活を送るための「健やかな体」を育むとともに、情報活用能力の育成を図るこ

とで、予測が難しい社会情勢の変化に適応できる力を育てます。 

また日野町は自然や文化、歴史に恵まれています。「町の自然や地域と共生する

力」を育み、自らを高めていける自立した人、多様性を認める共生のなかで、力を

合わせ、課題に取り組む人を育てていきます。 

一方、教職員については指導力向上や働き方改革にも取り組みます。 

 

柱２ 「社会全体で支え合い、子どもを育む」  

 

家庭や社会を取り巻く環境は急激に変化し、地域のつながりの希薄化や家庭環境

の多様化などによって生まれる様々な課題が指摘されています。 

子どもが育つ上で大切な学校の教育環境整備とともに、家庭や地域全体の教育力

の向上を図ります。 

また、学校・家庭が地域の一員として、子どもは地域の宝という認識をもち、互

いに連携・協力して子どもを育て、地域づくりやそこに住む人々の育ちへとつなが

る環境づくりを目指します。 

町では「地域を学ぶ学習（ふるさと日野学習）」「地域学校連携協働活動推進事業

（ふるさと絆学習）」を充実させることにより、地域の力を生かした取り組みを強化

します。 

 

柱３ 「すべての人が学び続け、共に生きるための生涯学習を振興する」  

 

長寿高齢社会を見据えたライフサイクルのなかで、豊かな人生を送るためには、

生涯にわたって学び続けることが大切です。学校等で身につけた資質・能力をもと

に、自己の能力をさらに高め、働くことや地域や社会の課題解決のために活動する

ことが求められています。 

そのため、一人ひとりが生涯を通じて学習し、協働することのできる体制やネッ

トワークを整え、それぞれの得た学びを生かして社会に参画し、相互に支え合う環

境づくりを推進します。また町では「つどう」「まなぶ」「むすぶ」を合言葉に、地

域づくりの拠点である公民館を中心に町の多くの施設での「学びの場づくり」と「居

場所づくり」に努めます。 

そしてすべての町民が、心豊かでいきいきとした人生を築くことができるよう、

生涯学習の場と機会を確保し、町民の主体的な学習と社会の形成を目指すものとし

ます。 
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柱１ 「子ども一人ひとりの個性を大切にし、生きる力を育む」 

（１）確かな学力を育む 

学校・園では、一人ひとりの基礎的・基本的な知識・技能の定着を図り、文章や

対話などから「読み解く力」や知識・技能を活用し課題を解決する力を育みます。

発達段階に応じた様々な体験学習を充実させ、思考力、判断力、表現力等を育成し

ます。学校・園等において地域や家庭と連携を図り、地域社会全体で子どもを育て

る機運を高め、組織的な取り組みを進めます。 

 

① 「日野町学びに向かう力向上」１２プランの実践 

日野町では、「学びに向かう力向上１２プラン」を策定し、子どもたちの学びに向

かう姿を育むため、教員の指導力や資質・能力の向上、子どもの家庭学習の定着や

心理面への支援に取り組みます。日野町のすべての教員が１２プランの具体的な取

り組みを共有し、組織的に共通実践を図るように努めます。 

《観点１》授業力向上 

各校で部会等を中心とした校内研究を組織的・計画的に推進し、日常の教え合

いや学び合いを大切にした教員の授業力の向上に努めます。 

《観点２》教員の資質・能力の向上 

チームで「主体的で・対話的で深い学び」の視点から専門的に教科指導を進め

たり深い子ども理解のできる学び続ける教職員としての資質・能力を向上に向け

て研修を充実させます。 

《観点３》家庭学習の充実 

家庭と連携し、家庭学習の充実に努め、小学校から中学校へのスムーズな学び

の姿勢の定着を図ります。 

《観点４》子どもたちへの心理・生活支援の充実 

教職員と協働し、課題に対して適切な対応の仕方や支援のあり方など子どもた

ちへの心理・生活支援を充実します。 

 

② 基礎的・基本的な学習の充実に向けて 

子ども一人ひとりの学習状況を的確に把握し、自力で解決できるよう適切に指導

を行い、基礎的・基本的な知識および技能が確実に習得できるように努めます。全

国学力学習状況調査や標準学力調査の結果について全教員により課題分析を行い、

学級・学校全体で学ぶ力の向上に努めます。 

子ども一人ひとりがめあてをもって取り組み、発見や気づきについてまとめたり、

学んだことをふりかえったりする学習を通してしっかりと基礎的・基本的な知識・

技能の定着を図ります。 

放課後等の学習補充や退職教員の豊かな経験を活用した学校教育活動支援事業
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等を活用して、学習の支援に取り組みます。 

「家庭学習の手引き」や日野町子育てリーフレット等の活用を通じ、予習・復習

など、自ら進んで行う家庭学習の習慣化など、家庭と連携した学習環境・生活環境

となるよう、家庭への働きかけを進めます。 

 

③ 「読み解く力」を育てる 

文章や図、友達とのやりとりから様々な情報を正確に理解し、自分の考えをもっ

て課題を解決できるよう指導や支援を行い、「わかった」「できた」と学びを実感で

きる授業づくりによって、「読み解く力」を育みます。 

読書を通じて情緒や豊かな想像力を育み、「読み解く力」の基礎となる言語能力を

身につけられるように、読書指導の強化、家庭での読書習慣づけを推進します。町

立図書館との連携を図り、学習と関連のある本や学級文庫を充実し、学校司書によ

る学校図書館の環境整備を進めるなど、学習の支援や教員と協働した学習活動の充

実に努めます。 

 

④ 言葉によるコミュニケーション能力の育成 

教育活動の全体を通じ、相手の立場に立って互いを理解したり、自分の気持ちや

考えを適切に伝えたりすることができるよう言葉による伝え合いを重視します。 

子どもが既習の英語を使ったり、外国人や外国の文化に接したりする機会を設定

し、英語によるコミュニケーション能力を育成するとともに、異文化に対する理解

を深めます。 

 

⑤ 「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善 

子どもの「なぜだろう」「どうしてだろう」などと自問自答する探究的な学びのプ

ロセスを充実させ、自分の「ゆめ」や将来を、実生活と関連づけ、教員が同一歩調

で粘り強く、子どもと意思疎通を図っていけるよう、授業改善を進めます。 

対話や協働などによる豊かな

「学び合い」を展開し、学習内容

の確認にとどまらない丁寧な授業

の「振り返り」を行い、次の学習

への興味や関心につなげることが

できる「主体的な学び」の実現に

向けて取り組みます。 

身につけた知識を相互に関連づ

けより深く理解したり、情報を整

理して自分の考えを形成し、課題

の解決策を考えたりする「深い学

び」の実現を目指します。 

 中学生  植物の茎の観察 



（基本目標）  夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり 

第３期 日野町教育振興基本計画 

10 

⑥ 授業力向上に向けた組織的な取り組み 

研究主任等を中心に授業研究体制を活性化し、すべての教員の授業力の向上を目

指します。授業を観る視点をもって参観し、ワークショップ型の事後研究会の実施

により、主体的に学び合える実践的な研究を推進します。 

経験豊かな教員から若手教員への助言や、同僚同士の学び合いなど、ＯＪＴを日

常的かつ計画的に実施し、切磋琢磨しながら教員の指導力を高めます。 

他校にも授業公開や研修会への参加を自主的に呼びかけ、授業を見合うことによ

り個々の指導力の向上を図り、自校で伝達するなど学び合いを実施します。 

町では県教育委員会と協力し、各学校の授業研究会において指導主事による指導、

助言を行い、教員が指導の重点を共有できるよう組織的な取り組みを進めます。 

 

⑦ 各学校の特色を生かした教科横断的な教育課程の実施 

地域に開かれた学校づくりの推進や各学校の特色を生かした活動を支援するこ

とにより、校区の自然、歴史，伝統文化、人材を効果的に活用し、学校の伝統と個

性を生かし創造性のある特色ある学校づくりを推進します。 

各学校において子どもの姿や地域の現状等に基づき、地域の人材や資源等も活用

しながら、教科の枠を超えて関連の高い内容や活動を工夫して配列する等、教科横

断的な視点に立った教育課程を編成し、実施します。 

 

⑧ 個に応じたきめ細かな指導と支援の充実 

少人数学級編制や少人数指導等により、自分の考えを発表する機会や話し合い活

動の機会を増やし、一人ひとりの学びを丁寧に見取り、理解の程度や習熟の程度に

応じたきめ細かな指導の充実を図ります。 

学校・学級における児童生徒の実態把握をし、一人ひとりのちがいを認め合い、

自身の良さが発揮できるような学級や学年集団づくりに取り組み、学びに向かう基

盤づくりに努めます。 

規則正しい生活習慣の定着や学習への支援をするために、学習支援員を配置し、

子どもたち一人ひとりの個性を大切

にしたきめ細かな指導と支援を充実

します。 

日本語指導が必要な外国人児童生

徒に対して、適切な日本語指導、生活

適応指導等に取り組み、日本語の能力

の速やかな習得と日本の生活への円

滑な適応を図っていきます。また、日

本語指導の必要な子どもや外国籍の

保護者の急増に対して、県の「外国人

児童生徒いきいきサポート支援事業」

の活用や町の翻訳者を派遣します。 
音楽 聴き合い学習 
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（２）豊かな心を育む 

学校・園と地域、家庭、行政が連携するなかで、心のふれあいを通し子どもの豊

かな情操や規範意識、自尊感情、社会性、人を思いやる心などを育むために、道徳

教育や体験活動の充実を図ります。 

 

① 子どもの自尊感情を高める 

授業や自然体験、職場体験、ボランティア体験等、様々な体験活動を通して、思

考力・判断力・表現力等の育成を図るとともに、生き方を学ぶ活動を推進し、自尊

感情を高めます。 

子ども同士や大人との関わり合いを通して、子ども自らが人と関わることの喜び

や大切さに気づき、ちがいを認め合うことのできる集団づくりを推進します。 

 

② 道徳教育の推進 

子どもの生命を大切にする心や

思いやりの心、郷土を愛する心等を

育むため、教育活動全体を通した道

徳教育を計画的に推進します。 

 

③ 人権教育の推進 

心のふれあいを大切にし、かけが

えのない命の尊厳に気づかせ、互い

の人権を大切にする教育の推進を

図ります。 

保育園・幼稚園・こども園・小学

校・中学校・高等学校の校種間連携

を図るなかで、人権教育を推進します。 

 

④ 徹底したいじめ対応 

いじめを許さない学校づくりに向け、互いのことを認め合い、心のつながりを感

じることができるよう、子ども自らが主体的に取り組む活動を推進します。 

いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうることを踏まえ、学校、家庭、

地域、警察や福祉等の関係機関、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー等の専門家などが緊密に連携し、組織として、継続的に取り組みます。 

学校は、校長のリーダーシップのもと「いじめ防止対策推進法」や「日野町いじ

め防止基本方針」に基づいて、「日野町いじめを深刻化させないために」などを活用

した実践的な研修を実施し、教員の認識と資質を高め、「子どもの目線」に立ったい

じめの把握と組織的かつ迅速な対応によるいじめの解消に努めます。 

 

小学校の外国語活動 
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（３）健やかな体を育む 

すべての基礎となる健康的な心身の育成を目指し、発達段階に応じた運動や遊び、

学校体育の充実等により運動習慣の確立を図ります。 

子どもの望ましい食習慣の習得に向けた食育や生活習慣の改善、向上を図る保健

教育を計画的、系統的に進めます。 

 

① 自主的な運動習慣の確立 

心身の健やかな育成を図るために、運動を通じて体力を養う指導を充実させます。

各校の子どもの運動能力の実態にそって、「健やかタイム」の充実に努め、遊びのな

かで体力づくりを進めるなど自主的な運動習慣の確立を図ります。 

 

② 運動部活動ガイドラインに基づく適切な指導 

中学校における部活動指導については、生徒の自発的な活動を支え、人間形成や

自己実現の達成などを目指します。生徒の健康を維持し、学習や他の活動にも関わ

ることができるように、「日野町中学校部活動ガイドライン」に従って、休養日など

バランスの取れた運営と指導に努め、健全な心と身体と豊かな人間性を育みます。 

また、必要に応じ外部指導者を活用し、部活動体制の充実を図ります。 

 

③ 地場産を生かした食育の推進 

栄養教諭等と学級担任、教科

担任が連携した教科等における

食に関する指導の一層の充実を

図ります。 

子どもたちの心身に健全な発

達を促し、学校給食を実施し、食

に関する正しい理解と態度を養

います。望ましい食習慣など、健

康的な生活習慣の形成を図る食

育の指導を充実します。 

自校給食の強みを生かした地場産農産物の活用により、学校給食を生きた教材と

して活用します。 

伝統的食文化継承など、地域の食文化の理解を深める授業を展開します。 

 

（４）特別支援教育の推進 

県の「特別支援教育実施プラン」に基づき、障害のある子どもと障害のない子ども

がともに学べる仕組みの構築を進めます。 

 

給食の配膳風景 
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① 切れ目のないきめ細かな指導の充実 

個別の指導計画および個別の教育支援計画の作成と利活用を一層進め、教育的ニ

ーズに応じ、学校園間の円滑な引継ぎを進めます。福祉保健課・子ども支援課とも

つながり、就学前から就学後も一貫した教育支援の充実を図ります。 

 

② 支援体制の確立  

発達障害の早期発見、早期支援をはじめ、子育てに係る相談など、子ども・保護

者・校園の支援を行うため、保健センターや子育て・教育相談センター等の関係機

関に、臨床心理士などを配置します。 

臨床心理士が校園に出向き、子どもの実態を把握し、適切な支援のあり方につい

てアドバイスしたり、ケース会議に加わったりするなどアウトリーチの取り組みを

推進します。 

 

③ 就学に向けた体制の充実 

障害のある子どもと障害のない子どもがともに学べる教育体制の構築を進め、わ

かりやすい授業や誰もが居心地のよい学級・学校を目指します。 

町では、「日野町就学支援の手引き」を活用し、特別な支援を必要とする子どもへ

の適切な就学に向けた体制を充実し、適切な指導や支援をします。 

 

④ 関係機関との連携と専門性の向上 

通常学級における学びにくさのある子どもへの適切な指導・支援ができるよう校

内で研修を進め、専門性の向上に努めます。 

子どもの障害の状態や教育的ニーズに応じた指導を充実させるため、教員の特別

支援教育に関する研修を進めます。 

県総合教育センターや八日市養護学校等の専門機関と日野町地域生活支援ネッ

トワーク会議(学齢期部会)との連携を図ります。 

（５）情報活用能力の育成 

コンピュータ等を適切に用いて情報を得たり、問題を発見・解決したり、自分の

考えを形成し、発信・伝達する能力を高

め、主体的に新たな価値を創造する能力

の育成を目指します。 

 

① ＩＣＴ機器を活用した学習活動の充実 

効果的に授業のねらいを達成し、わか

りやすい授業を実現するため、ＩＣＴ機

器を活用した学習活動を充実させます。 

タブレット型ＰＣや大型提示装置等の

ＩＣＴ機器の効果的な活用方法や教材の
プロジェクター機器を使った授業 
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作成について研修を進め、教員の指導力向上を図ります。 

新聞、視聴覚教材などの活用を図ることにより、子どもの情報活用能力の育成を

目指します。 

 

② プログラミング教育による論理的思考力の育成 

小学校におけるプログラミングの体験、中学校におけるネットワークを利用した

学習活動や指導事例を共有することで、子どもが課題に対して論理的に考え、対応

していく能力の育成を図ります。 

日野っ子育成事業「ＩＣＴ教育推進委員会」作成の「指導実践事例集」を活用し、

論理的思考力を育成します。あわせて、プログラミング教育ツールにより創造性や

系統立てて考える力を育みます。 

 

（６）日野ならではの本物体験・感動体験の推進 

日野菜の栽培、綿向山全校登山、日野の歴史探訪など日野ならではの本物体験や

感動体験を通して、仲間とのつながりを実感できる活動を、計画的に推進し、主体

的に行動できる力の育成を目指します。 

総合的な学習や生活科な

どに豊かな自然、歴史、伝

統文化などを「地域資源」

に取り入れ、地域の方から

の支援・協働体制の充実を

図ります。 

各校の課題や状況にそ

った「社会に開かれた教育

課程」の確立に向け、学校

と保護者、地域がより連

携、協働を進めて教育力を

向上させ、子どもたちの育

ちを支えることを推進し

ます。 

 

① 教科等の学習と連動させた体験活動の充実 

身のまわりの生き物や植物、自然環境に注目し、体験を通して、知りたいことや

調べてみたいことなど興味をもって学習に取り組めるよう体験学習の事前や事後

の学習を充実させ、体験学習と教科等の学習とを連動させ、主体的で深い学びを実

現します。 

４年生は森林体験学習「やまのこ」、５年生は「うみのこ」の宿泊体験学習や農業

体験学習「たんぼのこ」を推進します。 

日野小学校での日野祭囃子の練習 



（基本目標）  夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり 

第３期 日野町教育振興基本計画 

15 

② 地域学習の推進 

「日野を学び、日野で学び、日

野から学ぶ」を合言葉に地域学

習を充実させ、地域の専門家と

連携し、夢と志をもち、共に育

ち、共に生きる活力ある人づく

りの教育を推進し、郷土に誇り

をもてる子どもを育成します。 

 

③ 郷土学習資料「わたしたちの

日野」の利活用 

社会科副読本「わたしたちの

日野」を教科や総合的な学習の

時間等で活用し、地域を深く知るこ

とによって「ふるさと日野を愛し、

ふるさと日野に誇りを持つ人づく

り」を目指します。 

 

（７）キャリア教育 

発達段階に応じた系統的なキャリア教育を展開し、体験活動や外部人材の活用等、

地域や家庭、産業界と連携・協働した取り組みを推進します。 

 

① 系統的なキャリア教育の推進 

教科・科目、総合的な学習の時間、特別活動等をはじめ教育活動全体を通じて発

達段階に応じた系統的なキャリア教育を進めます。 

社会見学や体験活動、中学校２年生における「中学生チャレンジウィーク」を実

施します。 

② 魅力あるまちづくりに結びつく学習機会の充実 

外部人材を活用する取り組みの充実を図り、地域の人々と地域課題を解決する協

働した取り組み等を推進します。 

 

（８）教職員の指導力の向上 

子どもの力を引き出し、「夢と志」をもつ子どもを育てるため、今日の教育課題に

応えることができるように、自らが学び続ける教職員の育成と資質向上に向けた効

果的な研修を進めます。学びに向かう力向上の実現に向けて、ＰＤＣＡサイクルを

活用し,「日野町学びに向かう力向上」１２プランの実践を進めます。 

教職員自らが様々な創意工夫に挑戦できるよう、自由闊達に意思疎通が図れる職

必佐小学校 地域の方とともに 

竹ぽっくり作り 
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場風土の維持に努めるとともに、

外部の研修等、多様な教育機会

にも自主的・自発的に参加でき

るよう、職場環境の整備に努め

ます。 

また、教職員による体罰や行

き過ぎた指導によって、教育・学

校への信頼が失われることのな

いよう、教職員の人権意識の向

上とコンプライアンスの徹底を

図ります。 

教職員が誇りや情熱をもち続

け、学習指導や生徒指導等に集中

し、いきいきと勤務することので

きるよう教職員の働き方改革等に取り組みます。 

 

① 授業力向上パートナーシップ事業の推進 

教職員の指導力向上を目指して、生徒指導や教科指導力、学級経営力を高める研

修を適切な時期に実施します。 

２年～５年次までの若手教員の指導力向上のために、指導主事や町独自の教育指

導員から授業参観を通して、適切な指導助言や相談などを行います。 

 

② 日野っ子育成プロジェクト事業による「教員の指導力の向上」の推進 

町の教育現状と課題から重点を設定し、推進委員会を組織し、改善に向けた取り

組みをし、各校へ発信します。 

推進委員会では、校長や教頭が会長、副会長を務め各校から推進リーダーとなる

教員を選出し、授業研究会などを通して検証し改善策を見出して、各校へ発信をし

ます。 

 

③ 教員の資質の向上 

日野町教職員研修会「教育フォーラム」では、町内における実践校の取り組み発

表や大学教授等の専門的な講話を通して、町全体の教職員の資質向上を目指します。 

町内全体や各校・園での教職員研修を充実させるため、指導助言や資料提供など

を行います。各校では、若手教員の育成のため、経験豊かな教員を組み合わせたメ

ンター制を取り入れ、日常的に学び合い・教え合いを進めるなど同僚性を高めます。

さらに、各校のＯＪＴ組織を活用し初任者研修や教職６年次や中堅教諭資質向上研

修などと連動させ、推進リーダーを中心に校内ＯＪＴを生かした組織の活性化と

様々な校務運営の伝達を進めたり、校内研修を推進したりして、若手教員の資質の

一層の向上を図ります。 

教職員による OJT研修 
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④ ＰＤＣＡサイクルの活用 

学校が教育目標を具現化するため、課題解決に向けた具体的方策を作成し、定期

的にその進捗状況について議論する場を設定します。 

 

⑤ 校種間連携の充実 

学期ごとに町内の保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・高等学校の校・

園長による拡大校園長会を開催し、情報交換を実施し町の子どもの健やかな育成に

向けて連携・協力を進めます。 

年間３回、日野町子育て・教育合同研究会を開催し、子どもへの理解を深めるた

めに情報共有を図り、教員個々の学習指導、生徒指導、学級経営などの技量向上を

図ります。 

就学前から小学校へ、小学校から中学校へ、中学校から高等学校へも円滑に接続

できるよう教員が相互に授業参観や情報交換をするなど、緊密な連携を図ります。 

教科の特性や地域の状況を踏まえ、小学校の教員が中学校で、中学校の教員が小

学校で授業を行うことにより、子どもの理解を深め、より効果的な教科指導に努め

ながら小中学校間の連携を推進します。 

 

⑥ 先進地視察研修の実施 

積極的に先進地研修に出向き、授業改善を主題とした研修会の開催や情報交換会

を活発にするとともに、小学校間の「小・小連携」や校種を跨いだ「小・中連携」

の活性化を図ります。 

 

⑦ 不祥事防止の徹底 

体罰防止マニュアルに基づいた指導方法について理解し、コンプライアンスの徹

底を図ります。校長のリーダーシップのもと日常から教職員一人ひとりに当事者意

識がもてるような服務規律における研修を実施し、不祥事防止の徹底をします。 

業務における教職員の悩みやストレスを一人で抱え込み、孤立しないよう、相互

に相談し合える風通しの良い職場環境づくりに努めます。 

 

⑧ 教職員の働き方改革の推進 

学校閉庁日の設定や、時間外における電話の音声アナウンスによる対応等により、

教職員の健康管理や、集中して業務に取り組める環境整備を継続します。 

出退勤システムにより教員が時間外労働時間を把握し、健康管理や負担軽減対応

策等、業務の見直しに取り組み、働きやすく風通しの良い職場づくりを推進します。

また、長時間労働を行った教職員は、管理職による面談や産業医との面談指導を行

うなど、メンタルヘルス対策に努めます。 

スクール・サポート・スタッフの配置や学習支援員の職務内容の拡大により、教

員の校務支援を実施し、教材研究や授業準備のための時間や児童生徒に向き合う時

間が増えるように努めます。 



（基本目標）  夢と志をもち、共に育ち共に生きる、活力ある人づくり 

第３期 日野町教育振興基本計画 

18 

（９）子どもの育ちを支える就学前の教育・保育の充実  

幼児期は、人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、幼稚園・認定こど

も園および保育所等において、一人ひとりの安定した情緒のもと、基本的な生活習

慣や生活に必要な力の獲得、また集団生活や遊びを通して子どもの社会性や主体性

が育まれるよう、就学前の教育・保育の環境や育ちの場を充実します。 

 

① 就学前教育・保育を行う施設等の整備・環境づくり 

子ども子育て支援事業計画を踏まえ、潜在的な教育・保育ニーズを含めた必要量

を定め、教育施設、教育・保育施設、家庭的保育事業等地域型保育施設等の計画的

な整備を行います。また、それぞれの施設で、年齢に適した子どもの育ちに必要な

環境の整備を行います。 

 

② 子どもの自発的な遊びを通して、豊かな心の育成と健やかな体づくり 

子どもが「やってみたい」という思い

をもち、自ら考え工夫し遊びをつくっ

ていくことや自分の思いを伝えていく

経験、感動体験等を通して、達成感や満

足感、意欲等の心の育成に努めます。ま

た、全身を使った遊びを継続的に行う

ことや生活リズムを整えたり食事の習

慣をつけていくことにより、健やかな

体づくりを進めていきます。 

 

③ 幼稚園・認定こども園・保育所の連携と小学校への接続 

３法令の改訂・改定により、保育所での教育が明確になったことを踏まえ、それ

ぞれの施設で生活する子どもたちの「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共

有し保育していくことについて、「日野町幼児教育研究会」での研修等により連携を

進めていきます。また幼稚園の小規模園については、他園や小学校との交流等の環

境設定を通して、子どもの育ちや経験の確保に努めます。 

就学に向けて、小学校と連携をし「スタートカリキュラム」の作成に取り組み、

子どもにとって段差の少ない滑らかな接続となるように努めます。 

 

④ 職員の指導力の向上 

「日野町幼児教育研究会」により、幼稚園・認定こども園・保育所のすべての職

員を対象にした研究会や所属の年齢による年齢別部会等の開催し、幼児理解や保育

の充実に努めます。また、各園の園内研究会で園内の職員相互で研鑽していきます。 

日野町独自で、「１・２年次研修」により、保育の指導や様々な研修を行い、若手

職員の資質向上に努めます。 

地域ふれあいディ 
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柱２ 「社会全体で支え合い、子どもを育む」 

（１）ふるさと絆学習 

地域住民、保護者、ＰＴＡ、地域団体、民間企業等の幅広い地域住民等の参画を

得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域

づくりを目指して地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して学習活動や

まちづくり活動に取り組み、子どもたちを地域全体で育てる取り組みを推進します。 

町内の小中学校に配置した地域学校協働活動推進員（ふるさと絆支援員）を中心

に、郷土に誇りをもてる子どもたちの育成を願い、地域と学校が一体となって子ど

もと大人の交流が盛んな地域づくりを目指します。 

 

（２）子どもの安全・安心の確保 

高度情報化社会の進展、インターネットやスマートフォンなどの普及により、子

どもを取り巻く環境は日々変化しています。防災・防犯教育の充実や教育施設等の

整備に加え、地域や関係機関との連携・協働により青少年の健全育成を推進すると

ともに、子どもの安全・安心の確保に取り組みます。 

 

① 学校安全体制の整備 

保護者や地域のスクールガードや各地区の安全なまちづくり協議会等、警察と連

携した子どもの見守り体制の充実など、学校と地域や関係機関の協力による通学路

の交通安全・防犯体制の構築を

図ります。 

毎年、保護者や地域の方とと

もに危険個所点検を実施し、通

学路の安全体制の整備に努めま

す。 

放課後、休日における防犯等

の情報については、子どもの安

全・安心の確保のために、教育委

員会、住民課が警察等の関係機

関と連携し、メール配信サービ

ス等を通じて保護者や地域へ

の情報発信に取り組みます。 

 

② 自分の命は自分で守る対応力を育む 

子ども自ら日常生活における様々な危険を回避できる力や、休み時間や登下校中

教職員の救急法・蘇生法講習会 
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に発生した自然災害・事件事故等に対処できる力等、自分の命は自分で守る力を身

につけられるよう安全教育を進めます。 

 

③ 青少年の健全育成の推進 

青少年を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。豊かな人間関係に包まれた

地域社会を創出し、体験活動の場や機会の提供を進め、青少年の積極的な社会参加

や多世代交流を推進します。また、学校、ＰＴＡや青少年健全育成関係団体と連携

しつつ、パソコンなどの情報端末の安全な使い方を教える活動の実施や「こども１

１０番の家」など子どもの安全安心な体制を地域ぐるみで推進できるよう、青少年

を取り巻く環境整備に努めます。 

 

④ 不登校の子どもへの支援体制の充実 

子どもの「学習権」の保障を基本に、子ども一人ひとりへのきめ細かな対応がで

きるよう、校内の相談体制の充実や専門家・関係機関、家庭・地域との連携を進め、

組織的対応の充実を図ります。 

子育て教育センターや日野町少年センター等の関係機関、学校や家庭との連携を

密にしながら、日野町サポートスクール「ステップ」での一人ひとりに合った活動

を通して、学校復帰や社会的自立を目指します。 

 

⑤ 教職員の危機管理能力の向上 

すべての教職員が様々な災害や事件・事故等に対処するための防災マニュアルを

整備し、マニュアルに基づいた避難訓練を実施し、危機意識やスキルの向上に取り

組みます。 

アレルギー対応、熱中症対応等、子どもの緊急時に対処できるよう、エピペン、

ＡＥＤを活用した救命救急法等についての町や各校の教職員研修に取り組みます。 

 

（３） 家庭の教育力の向上 

家庭は、子どもたちの健やかな育ちの基盤であり、家庭教育は、すべての教育の

出発点です。一方、地域とのつながりの希薄化やＳＮＳの普及などにより、親が身

近な人から直接子育てを学んだり助け合ったりする機会の減少などからくる子育

て不安、親子関係や家庭基盤の脆弱さによる養育能力の欠如、貧困等など、家庭教

育や子育てを取り巻く地域の環境が大きく変化しています。 

 

① 家庭教育の重要性に関する啓発活動の充実 

ＰＴＡ・青少年育成町民会議など青少年健全育成関連団体との連携を図り、家庭

の絆を深めるための親の関わり方の重要性について啓発活動を進めます。また、校

園、地域において虐待につながる要因を的確に把握し未然防止に努め、様々な学習

情報の提供に取り組みます。 
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② 親育ちの学習機会の充実 

親と子の絆を深めるための取り組みや親としての力を高めるための「親育ち講座」

の開催など、これから親になる世代や子育て中の親に対して、ＰＴＡ等と連携しな

がら家庭教育に関する学習を支援します。 

 

（４）地域の教育力の向上 

家庭、地域における子育て機能の低下や親の孤独感、不安感の増大等に対応する

ため、身近な地域で気軽に子育て中の親子の交流や相談ができ、地域全体で子育て

家庭を見守り支援するなど、子どもの育ちを支える体制整備の充実に取り組みます。 

 

①地域における家庭教育支援の体制構築 

子育てサポーター等の支援者の養成を図るとともに、子育て支援関係団体との連

携を図り、出産前から発育段階に応じた親同士の交流を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親育ち講座 
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柱３ 「すべての人が学び続け、共に生きるための生涯学習を振興する」 

   

（１）生涯にわたる学び 

今日の社会情勢は、人口減少による少子高齢社会、情報通信技術の進展などによ

るグローバル化により、人々の価値観、家庭・学校・地域などの暮らしが急速に変

化しています。社会教育の基盤であった地域は大きく変化してきていますが、各種

の社会教育団体を支援し、住民の地域活動への参加を促進することで、町民すべて

の人権が大切にされる社会の実現に向けて取り組みを進めます。 

また、生涯学習は、わたしたちが生涯にわたって行う学習活動です。価値観の多

様化や暮らしの変化により、学習ニーズも多様化しているなか、町民一人ひとりが

生きがいと目標をもち心豊かで充実した人生を送るために、公民館をはじめとした

社会教育施設において、地域における学習の場の充実に努めます。 

 

① 公民館を中心として生涯学習の場を充実する 

町内７つの地区公民館においては、これまでから住民の力による住民自らの自主

的な公民館活動が続けられています。これらを地域づくりの力として、地域の課題

解決に向けた学習機会の提供や住民の自主的な地域活動を支援するとともに、地域

の特色を生かした講座等を開催し学習機会の充実を図ります。 

各地区公民館等関係者を対象とした研修会等を通じて、リーダー育成等の体制を

整備します。 

② 社会的課題に対応した学習機会の充実 

「いつでも」「どこでも」「だれでも」「なんでも」学習できる機会の提供が実現で

きるよう、社会教育施設間（公民館、図書館、町民会館わたむきホール虹など）の

連携を密にし、交流の機会と活躍の場づくりの充実に努めます。 

 

③ 学び続けることの意義・重要性の普及 

高齢化に伴い、柔軟で多様な生き方に対応して学び続けることの意義や重要性の

普及を図るとともに、各世代が居場所や生きがいをもちながら心豊かに暮らしてい

くことができるよう、地域における生涯学習の場の充実に努めます。 

 

（２）人権と福祉のまちづくりを目指して 

日野町では１９９２（平成４）年２月２７日、同和対策の終結を目指し「ふれあ

い町民集会」が開催され「同和対策事業からの卒業と、一般行政としての福祉対策

を充実させ、移行することが重要である」とし、「人権と福祉のまちづくり」を掲げ、

今日まで人権啓発と人権学習を推進してきました。 

２０１０（平成２２）年３月には、人権の課題が様々な分野にわたるなかで、地
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域での人権学習をより身近でわかりやすく取り組めるよう、「日野町人権学習推進

指針」を作成し、人権学習を推進してきました。 

また、２０１５（平成２７）年１０月に、参画型の学習会をより推進するため人

権啓発推進員を中心に「字別懇談会のすすめ」

が作成され、地域の様々な課題を地域自らが

探索する「字別懇談会」が各自治会で開催され

ています。 

これまで町や人権啓発推進員、各地区人権

推進協議会（地区人推協）が取り組み積み重ね

てきた成果と、日本国憲法で保障された人権

の理念をもとに、「人権と福祉のまちづくり」

の推進に努めていきます。 

 

①人権についての正しい理解、人権啓発と学習の充実 

日野町が進めてきた「人権と福祉のまちづくり」の歴史や経緯を正しく理解し、

人権啓発推進員、地区人推協の活動を基本に、連携と交流を深め、人権啓発と様々

な人権課題の学習を進めていきます。 

 

②暮らしのなかの身近な課題への取り組みを促進 

人口減少、少子高齢社会、自然災害など暮らしや命に直面する課題が身近なとこ

ろにあります。それらの課題解決に向けて協力・協働し、町民の一人ひとりがまち

づくりの主人公となるよう、積極的な取り組みを促進します。 

 

③人権啓発活動を推進するリーダーの養成 

日野町人権啓発推進員、地区人推協と連携・協力し、各種人権研修会や学習会等

を通じて、人権啓発活動を推進するリーダーの養成を図ります。 

 

（３）スポーツ活動の充実 

スポーツには、運動を「する」ことによる喜びや楽しさを得ること、競技を「み

る」ことでアスリートの姿に感動し人生に活力を得られること、競技者を「支える」

ことで人々が交わり共感し合って社会の絆が強くなっていくことなど、多様な価値

が備わっています。 

日野町でも、「いつまでも健康でありたい」との願いから、スポーツに親しむ人が

増えています。また、オリンピック・パラリンピック、国民スポーツ大会・全国障

害者スポーツ大会というスポーツイベントが身近に開催されます。 

今後は、心身の健康や体力の保持増進が図られるよう、年齢や性別、障害の有無

を問わず「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツ活動に取り組める機会の充

実に努めます。 

人権学習講座 
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① 生涯スポーツの振興・普及、充実 

日野町スポーツ協会や日野町スポーツ推進委員のほか、健康づくり関係団体とも

連携しながら、年齢や性別、障害の有無を問わず「いつでも、どこでも、いつまで

も」スポーツ活動に取り組むことができる機会の充実を図ります。 

また、運動の時間がつくれない人、運動がしたくても取り組み方法がわからない

人でも取り組むことができる、ウォーキングや健康体操など「日常生活にとけ込む

運動」の普及を図ります。 

 

② 地域スポーツ活動を担う人材

の育成および活用 

地域活動や学校教育などと連

携を図りながら、日野町少年少

女ミニスポーツ教室やわたむき

ジュニアスポーツクラブなど、

子どもたちへのスポーツ教室等

を継続して実施します。また、各

種スポーツ団体と連携しなが

ら、家族等で参加できる教室を

実施するなど、人材育成事業に

取り組むとともに、競技団体を

通じて新たな指導者等の育成を

支援します。 

③スポーツにおける功績者等の表彰 

競技団体や学校、企業等と連携し、国内外で活躍する当町出身の選手の優れた成

果を賞讃・周知するとともに、あこがれや希望を抱けるようなアスリートとの交流

機会を創出することによって住民のスポーツに対する意識向上を図ります。 

（４）協働による芸術文化活動を振興する 

質の高い文化芸術に触れ、豊かな心や感受性を育むため、町民会館わたむきホー

ル虹を活用した文化芸術事業の充実を図るとともに、日野ならではの伝統ある「合

唱」の取り組みを継続します。また、幼少期や小中学校の学校教育においても文化

芸術活動を通して創造性や感性を磨くとともに、公民館を拠点とした自主的な文化

活動を支援し、豊かな人間性を育みます。 

 

①文化施設の活用および充実 

優れた文化施設である町民会館わたむきホール虹は、文化活動の場であり、心豊

かな生活を実現するとともに、創造性を育み、町民が交流する拠点となります。文

化施設のもつ機能が十分に発揮されるよう適切な維持管理を行い、指定管理者制度

など民間活力を生かした事業の充実および施設の活用と利用促進に取り組みます。 

スポーツ天国の日 リンゴマラソン 
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②文化芸術の振興 

日野町文化協会と連携した少年少女カルチャー教室の実施による伝統文化等の

普及を図るとともに、町民会館わたむきホール虹や公民館などを活用した町民主体

の各種の文化芸術事業の充実を推進します。また、本町がこれまで推進してきた、

町民との協働を基本とし、町民の横のつながりを生み出し、ともに学び合える文化

事業の充実に取り組むとともに、子どもたちが小さなころから文化芸術に親しみ続

けられるよう指導者等の育成を支援します。 

 

③文化芸術振興における功績者等の表彰 

文化団体や学校、企業等と連携し、国内外で活躍する当町出身の芸術家の優れた

成果を賞讃・周知するとともに、あこがれや希望を抱けるような芸術家との交流機

会を創出することによって住民の文化芸術に対する意識向上を図ります。 

 

（５）日野ならではの生涯学習の推進 

日野町には先人たちが大切に紡いできた自然や文化財があふれています。これら

の文化財を「たから」ととらえ、次世代に保存・活用するとともに、町民の日野町

に対する誇りや愛着を醸成し、まちづくりに役立てられるよう努めます。 

また、日野ならではの自然・歴史・文化についての学びを通じ、明日の日野町を

担う人材の育成に努めます。 

 

① 町の歴史文化資源を生かす取り組みの推進 

町史編さん事業を通じて収集した史資料を近江日野商人館・近江日野商人ふるさ

と館で適切に保存・活用するとともに、日野まちかど感応館と連携して日野の歴史

文化の情報発信を行います。 

 

② 文化財の保存・継承・活用 

文化財の保存修理事業を適正に進めるとともに、地域住民や文化団体が実施する

歴史文化資源を活用した取り組みへの協力・支援を行い、文化財の活用を図ります。

また、文化財保存活用地域計画を策定することを念頭に、地域社会総がかりで文化

財を次世代へ継承する取り組みを進めます。 

 

③ ふるさと学習の充実 

地域・学校と協働し、身近な暮らしや生活文化のなかにちりばめられた日野なら

ではの自然・歴史・文化の学びの場を充実させ、次世代を担う人材育成を図ります。 

 

（６）読書活動の普及拡大 

読書により得られるものは情緒豊かな人間形成に欠くことのできないものであ
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り、子どものころから信頼できる情報源として辞書類などから文字情報を活用する

力を身につけることは、生涯にわたり必要なものであるとともに、生きる力の基本

となるものです。 

日野町では図書館を中心として、様々な機会を通じてあらゆる世代への読書活動

の推進を行い、今後も読書への理解と習慣化を進めるサービスを実施していきます。

特に子ども時代に読書習慣をつけることが重要であるとし、「日野町子ども読書活

動推進計画」を策定し、子どもの読書活動を活発にするための指標と目標数値を定

め、事業を展開していきます。 

 

① 学校における子ども読書活動の推進 

子どもたちの読書活動を活発にするために学校司書を配置して学校図書館の環

境整備を担当の教師とともに進めています。各小・中学校への学校司書の配置は、

図書館と学校との連携事業として特長的なものであり、学校図書館利用促進や授業

での図書の活用に成果をあげていることから今後も継続していきます。 

 

② 町立図書館における読書環境の整備 

町立図書館では、豊富な資料を蔵書としてもち、貸出しや予約・リクエストサー

ビス、レファレンスサービス、移動図書館サービスなどによる資料提供により、す

べての町民の知る自由・学ぶ権利を保障しています。また、システム更新により図

書館ホームページを使いやすくし、図書館に来館しなくても本の検索やリクエスト、

行事のおしらせ、よく聞かれる質問への回答、図書館の運営状態がわかるデータ類

を見られるようにしています。 

これからも「第４次日野町子ども読書活動推進計画」のほか、「日野町立図書館運

営計画」を策定しすべての町民を対象とした読書活動推進事業を展開していきます。 

 

③ 家庭や地域における子ども読書活動の推進 

２０１８（平成３０）年度より毎月第３日曜日を「親子読書の日」とし、家族に

向け啓発活動をしています。また多くの園や学校で定例的に「親子読書の日」を実

施しており、さらに積極的に家族で読書を楽しむよう働きかけていきます。 

 

（７）学びの場作り（つどう・まなぶ・むすぶ） 

 

日野町立公民館 

住民の身近な生涯学習の場と人づくり・地域づくりの拠点である公民館は、「つど

う」「まなぶ」「むすぶ」ことを促し、住民が協力・協働する地域の家であり、心の広

場です。 

誰もが気軽に立ち寄れる居場所としての公民館を目指し、住民の社会活動を豊かに

するため、住民意識を的確にとらえ、地域課題の解決に向けて、心豊かで活力に満ち
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た人づくり・地域づくりの推進に努めます。 

 

① 誰もが気軽に立ち寄れる開かれた公民館 

地域住民が主体となった協働

の取り組み拠点となるよう、誰

もが気軽に立ち寄れる開かれた

公民館を目指します。 

 

② 自己向上の願いが叶う学びを大

事にする公民館 

現代的課題や地域課題を含め

た住民の学習要求に基づく講

座・講演会などの実施や、文化・

スポーツ活動・健康づくりを推

進します。 

 

③ 人づくり・地域づくり・仲間づくりに貢献できるリーダーが育つ公民館 

すべての世代における社会教育関係団体や学習グループ・サークルを支援し、

次世代を担う地域のリーダーが育つ環境を整えるとともに、公民館職員および関

係者の資質向上に努めます。 

 

④ 互いの絆が実感でき、人の温かさと心配りが伝わる公民館 

人権が尊重される「人権と福祉のまちづくり」を目指し、ともに支え合う協力、

協働の地域づくりの拠点となる公民館を目指します。 

 

⑤ 学校・家庭・地域の連携を推進する公民館 

学校・家庭・地域・各種関係団体との連携による地域・家庭の教育力の向上を

進めるとともに、住民の安全・安心を確保するための防災拠点として関係機関と

の連絡・調整を進めます。 

 

 日野町立図書館 

① 図書館の基本理念 

図書館は以下の理念を基本に、住民のための図書館運営に努め、資料の貸出しや

読書相談、行事を通じて利用の拡大を図り、暮らしに役立つ図書館の実現を目指

します。 

・図書館は、必要な資料情報を自由に手にいれることができる場を提供します。 

・図書館は、人と人との出会いやさまざまな文化に接することができる場を提供

します。 

・図書館は住民の暮らしにやすらぎと潤いを感じることができる場を提供します。 

ガチャコンウォーク 
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② 図書館の基本方針 

図書館は以下の基本方針に基づき運営し、読書環境とサービスの向上に努めます。 

・幅広い分野での資料の充実と蔵書の更新 

住民の求める資料の収集と更新を計画的に進めます。また、郷土資料の充実に

努めます。 

・図書館サービスの向上 

住民の読書要求に確実に応えるために、レファレンスサービス（相談・調査・

照会）の充実に努めます。また、利用しやすい図書館をめざし、情報の発信に

努めます。 

・子どもを取り巻く読書環境の整備 

学校・園およびボランティアグループと連携しながら、子どもと本のよい出会

いの実現に努めます。 

 

町民会館わたむきホール虹 

日野町の文化の殿堂である「町民会館わたむきホール虹」は、高度な機能をもつ施

設や質の高い設備を住民に提供するだけでなく、日野町における文化の向上と芸術の

振興を図るための拠点施設としての機能をもちます。その設置の効果を最大限に生か

すために、指定管理者制度を採用したなかで、以下の事業に取り組みます。 

① 少年少女カルチャー教室をはじめ、幅広い年齢層を対象とした質の高い文化芸

術を提供します。 

② 住民の自主的な文化芸術活動の普及のため、発表の場や参加の機会を提供しま

す。 

③ 各団体やサークル同士の交流・連携を進めることにより、文化芸術活動の向上を

図ります。 

 

日野町歴史民俗資料館 

近江日野商人館は、郷土の文化財の収集・保存・展示活動を通じ、郷土文化の向上

および教育・学術の発展を図るために設置しています。その目的を達成するため、以

下の事業に取り組みます。 

① 郷土の歴史、芸術、民俗、産業、科学等郷土の文化に関する資料の収集、保存、

展示および調査研究を行います。 

② 教育的役割（学校教育・生涯学習、企業研修）と観光的役割の両面に配慮すると

ともに、専門家から小中学生に至るまで、幅広い需要に応えられる資料館づくり

に努めます。 

③ 常設展「天下に躍動した関東兵衛」の展示内容を充実させるとともに、企画展を

年間数回開催し、日野の歴史文化の情報発信に努めます。 

④ 日野商人の経営理念をテーマとした企業研修を充実させます。 
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近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 

近江日野商人ふるさと館は、日野に関する史資料の保存・活用・情報発信を行うと

ともに、歴史文化の体験・交流を通じたまちづくりを行う拠点として設置しています。

その目的を達成するため、以下の事業に取り組みます。 

① 町指定の有形文化財（建造物）に指定されている日野商人の代表的な本宅建築と

して、適切に保存・公開し、後世に継承します。 

② 町史編さん事業を通じて寄贈・寄託を受けた古文書約４５，０００点を適切な環

境で保管するとともに、多様なテーマで展示・公開し、町の歴史文化の情報発信

に努めます。 

③ 食体験事業を中心として、歴史文化に関する研修や交流の場、伝統的な日本家屋

の暮らしぶりにふれあう場として施設を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」 

 


